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八幡平市週休２日工事実施要領（試行） 

令和６年４月１日 

 (目的) 

第１ 本実施要領は、八幡平市が所管する工事において週休２日を確保する工事（以下、

「週休２日工事」という。）を実施するために、必要な事項を定めるものである。 

 

(用語の定義) 

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 週休２日相当とは、土日に限定せず、現場閉所率が 28.5%（８日/28日）以上であ

ることをいう。 

(2) 現場閉所日とは、予め定めた休工日であり、１日を通していずれの現場作業も実施

しない日のことをいう（ただし、巡回パトロールや保守点検等の現場管理上必要な

作業を除く）。 

(3) 作業期間とは、実工期から準備及び後片付け、特記仕様書で定める連休等（ゴール

デンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）の期間を除いた期間をいう。 

(4) 実工期とは、工事開始日（余裕期間が終了した日）から工事完成日（受注者が工事

完成届を提出する日）までの期間をいう。 

(5) 発注者指定型とは、発注者が、週休２日相当に取組むことを指定する方式である。 

(6) 週休２日交替制とは、技術者及び技能労働者が交替しながら休日を確保する取組

をいう。 

(7) 週休２日交替制における週休２日相当とは、休日率（対象期間内に現場に従事した

施工体制台帳上の元請け及び下請け全ての技術者及び技能労働者の休日日数の割

合の平均（以下、「休日率」という。））が 28.5%（８日/28日）以上であることをい

う。 

 

 (対象工事の選定) 

第３ 対象工事は、「土木一式工事」又は「舗装工事」で発注する工事のうち、発注者が選

定したものとする。 

２ 発注型式は、週休２日工事（発注者指定型）とする。なお、社会的要請や現場条件の

制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については、週休２日交替制工事（発注

者指定型）を選定できるものとする。 

 

 

【第Ⅰ編】週休２日工事（発注者指定型） 

 

(実施手続) 

第４ 発注者は、入札公告の際、特記仕様書に「週休２日工事（発注者指定型）」の対象で

あることを明示するものとする。 

２ 週休２日の取扱いは以下のとおりとする。 

 (1) 施工計画書（当初）に、具体的実施日を記載し提出すること。 

(2) 週休２日の取組の対象期間は、作業期間内とする。 
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 (3) 受注者は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所を閉所するものと

する。 

(4) 橋りょう上部工工事、機械設備工事、電気通信設備工事、港湾工事等の工場製作期

間と現場据付期間を有する工事においては、現場据付期間のみを対象期間とする。 

 (5) 対象期間中は、休工日を明示した実施工程表を作成し、履行報告時に監督職員に提

出するものとする。 

 (6) 現場特性、天候、その他やむを得ない事情により、作業予定日を休工日とした場合

は、当該作業予定日を休工日に振り替えることができる。この場合、振替作業日以降

の修正工程表を速やかに監督職員に提出するものとする。 

 (7) 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作

業等、やむを得ず休工日に作業する場合は休工日を翌日以降の作業予定日に振り替え

できるものとする。 

(8) 工事施工中に生じた災害や予期しない現場条件の変化等、受注者の責によらない

事情により現場閉所が困難となった場合は、監督職員と協議により週休２日交替制工

事に変更することができる。 

(9) 夜間作業など、出勤から作業終了まで曜日を跨ぐ場合、作業終了時間から 24時間

以上の現場閉所を確保できれば、現場閉所を開始した曜日を現場閉所日と取り扱うこ

とができる。 

３ 休工日において、以下の場合は、現場閉所日として取り扱うことができる。 

(1) 発注者が緊急の作業を要請した場合 

(2) 現場見学会等の対応を行った場合 

 (3) 現場状況から交通規制が必要となり、交通誘導員を配置するものの、その他の一切

の現地作業を行わない場合。 

４ 受注者は別紙１を参考に、週休２日工事である旨を工事掲示板等の公衆が見やすい場

所に掲示するものとする。（Ａ３判程度） 

５ 週休２日工事（発注者指定型）において交替制による週休２日工事を実施する場合、

受注者は、施工計画書（当初）の提出前に、現場閉所が困難となる理由を示し、交替制

による週休２日の実施について監督職員と協議するものとする。 

 

(発注者の責務) 

第５ 発注者は、週休２日工事の実施に当たり取組の支障とならないよう、ウィークリー

スタンスの基本理念に基づいた対応等を実施するものとし、特に全体工程に影響を与え

る工事立会や協議等については、迅速に対応するよう努めるものとする。 

２ 発注者は、債務及び繰越等の活用による工期の平準化や余裕期間制度を活用するとと

もに、週休２日の実現に当たり適切な工期設定を行うよう努めるものとする。 

３ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等

は行わないものとする。 

 

(週休２日の実施報告) 

第６ 受注者は、週休２日の取組結果について、工事完成届を提出する日の 20 日前（土日

等含む）までに、現場閉所日が記載された実績工程表を監督職員に提出するものとする。 

２ 受注者は、休日が確保されていることがわかる資料（作業日報や週報、出勤簿等のい

ずれか）を監督職員に提示するものとする。 
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３ 受注者の責により 20 日前までに実績工程表の提出がされない場合は、第７を適用し

ない。 

 

 (工事費の積算) 

第７ 当初の予定価格の算定において、それぞれの経費に第２項で定める補正係数を乗じ

るものとする。ただし、精算時における現場閉所の達成状況を確認した結果、４週８休

未満となった場合は、全ての補正係数分を減額して契約変更を行うものとする。 

なお、市場単価方式における補正については、市場単価方式の補正係数を乗じるもの

とする。  

２ 補正係数 

  岩手県県土整備部週休２日工事実施要領（平成 29 年建技第 399 号、以下「岩手県要

領」という。）第８第２項の規定に準ずる。 

 

 

【第Ⅱ編】週休２日交替制工事（発注者指定型） 

 

 (実施手続) 

第８ 発注者は、入札公告の際、特記仕様書に「週休２日交替制工事（発注者指定型）」の

対象であることを明示するものとする。 

２ 週休２日の取扱いは以下のとおりとする。 

 (1) 施工計画書に、交替制による週休２日確保を実施する旨を記載し提出すること。 

 (2) 週休２日交替制の取組の対象期間は、作業期間全体とする。 

 (3) 対象期間中は、実施工程表に休日率を明示し、履行報告時に監督職員に提出するも

のとする。 

(4) 橋りょう上部工工事、機械設備工事、電気通信設備工事、港湾工事等の工場製作期

間と現場据付期間を有する工事においては、第Ⅰ編の規定による。 

 (5) 現場特性、天候、その他やむを得ない事情により、作業予定日を休日とした場合は、

当該作業予定日を休日に振り替えることができる。 

 (6) 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作

業等、やむを得ず休日に作業する場合は休日を翌日以降の作業予定日に振り替えでき

るものとする。 

 (7) 休日に発注者が緊急の作業を要請した場合や現場見学会等の対応を行った場合は、

休日として取り扱うことができる。 

３ 工事掲示板等への掲示については、第Ⅰ編の規定による。 

４ 週休２日交替制工事（発注者指定型）において現場閉所による週休２日を実施する場

合、受注者は、施工計画書（当初）の提出前に、現場閉所による週休２日の実施につい

て監督職員と協議するものとする。 

 

 (発注者の責務) 

第９ 発注者の責務については、第Ⅰ編の規定による。 

 

(週休２日の実施報告) 

第 10 受注者は、週休２日の取組結果について、工事完成届を提出する日の 20 日前（土
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日等含む）までに、休日率が記載された実績工程表を監督職員に提出するものとする。 

２ 受注者は、技術者及び技能労働者の休日率の達成状況が確認できる既存資料等（出勤

簿、工事日誌、休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練

等の記録資料等）を監督職員に提示するものとする。 

３ 受注者の責任により 20日前までに実績工程表の提出がされない場合は、第 11を適用

しない。 

 

 (工事費の積算) 

第 11 当初の予定価格の算定において、それぞれの経費に第３項で定める補正係数を乗じ

るものとする。ただし、精算時における休日率の達成状況を確認した結果、４週８休未

満となった場合は、全ての補正係数分を減額して契約変更を行うものとする。 

  

休日日数の割合（％）＝ 当該工事における休日日数／作業期間※ 

※下請けの場合、作業期間は施工体制台帳上の工期から対象外の期間を除いて設定す

る。 

 

【休日日数の割合の平均（休日率）の算出例】 

（表中の工期日数を作業期間と置き換えるものとする） 

（引用：国土交通省東北地方整備局 週休２日交替制モデル工事の試行における東北地

方整備局の運用方針から） 

 

２ 短期作業期間が偏在する作業形態の作業員については、短期作業期間のみを合計した

期間を集計期間とし、短期作業期間と短期作業期間の間の作業のない中抜け期間は休日

日数を算出する際の休日日数及び作業期間の対象としない。短期作業期間の定義は、作

業日が７日以上ある場合とし、作業日が７日未満の場合は週休２日が成立しないことか

ら、その期間は休日日数及び作業期間の対象としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事着手前に確認 
工事完成時に確認 
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【短期作業期間が偏在する作業形態の作業員における休日日数の割合の算出例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図中の工期日数を作業期間と置き換えるものとする） 

 （引用：国土交通省東北地方整備局 週休２日交替制モデル工事の試行における東北地

方整備局の運用方針から） 

 

３ 補正係数 

  岩手県要領第 13 第３項の規定に準ずる。 

 

 （その他） 

第 12 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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（別紙１） 

※Ａ３判とする 

 

工事現場における週休２日工事実施明示の例 

 

 

この工事は、八幡平市週休２日工事です。 

建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。 

 

受注者 〇〇建設㈱ 

電 話 ０１９○－○○－〇〇〇〇 

 

 

 

工事現場における週休２日交替制工事実施明示の例 

 

 

この工事は、八幡平市週休２日交替制工事です。 

建設現場の働き方改革を推進するため、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確

保に取り組んでいます。 

 

受注者 〇〇建設㈱ 

電 話 ０１９○－○○－〇〇〇〇 

 

 


